
(
12

)

左

達
　

〔三

九

-
〇

四

〕

注

(
4

)

参

照

。

1-39-08

満
刺
加
国
王
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
返
礼
の
咨
と
、
琉
球
船

の
乗
員
に
非

行
が
あ
り
今
後
の
人
選
を
求
め
る
追
記

(
一
四
七
〇
、
三
、
□
)

満
刺
加
国
王
、
琉
球
国
王
殿
下
に
回
咨
す
。

恭

し
く
審

ら
か
に
す
る
に
、
賢
王
、
福

禄

の
無
疆

な
る
は
浩
天

の
庇

な
り
。

曷
ん
ぞ
永
昌

に
勝
え

ん
。
毎

に
貴
国

の
聘

す
る
所
を
受
く
る
も
、
未
だ
微
物

も
て
酬
称

せ
ざ

る
を
愧

ず
。
歳
歳
貿
易

に
来
往
す
る

に
、
未

だ
曾

て
毫
厘

の

軽

ん
ず

る
所
あ
ら
ず
。

四
海

の
内
皆
兄
弟

な
り
。
本

よ
り
遣
使

し
前
来

し
て

聘
を
致

し
交
通

せ
ん

と
欲
す
る
も
、
奈
ん

せ
ん
、
水
途

を
熟

ら
ざ

る
は
未
便

な
り
。
卑
咨

、
以

て
聞
す
。
望
む
ら
く
は

為

に
喜
納

せ
よ
。
今
、
微
物
有
り
、

貴
舶

に
就
寄
し
聘

を
致
し
回
礼

す
。
具
し

て
後

に
開

す
。
須
ら
く
咨

に
至

る

べ
き
者
な
り
。

今
、
回
聘

の
礼
物
を
開
す

?
?

哩

一
匹
　
細
紹
達
布
四
匹

?布
五
匹
　

紹
達
布
四
十
匹

右
、
琉
球
国
に
咨
す

復
た
賢
王
殿
下
に
奉
る

毎
歳
差
来

の
使
臣

・
通
事
は
?
に
好
し
。
只
だ
是
れ
以
下
の
頭
首
、
甚
だ

し
き
は
非
を
為
す
に
至
る
。
勧
諭
を
聴
か
ず
争
闘
を
行
わ
ん
と
欲
す
。
実
に

是
れ
州
府
を
攪
擾
す
。
後
年
に
は
乞
う
、
的
当
の
人
員
を
差
わ
し
前
来
し
交

通
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
両
便
を
得
る
に
庶
か
ら
ん
。
卑
咨

も
て
復
た
聞
す
。

成
化
六
年

(
一
四
七
〇
)
三
月
　
日
　
咨

注

(
1
)

回
咨
　

〔
四

一
-
一
四

〕

へ
の
返

事

の
咨

。

(
2

)

貴

舶
　

〔
四

一
-
一
四

〕

を

携

え

た

船

。

(
3

)
?
?
哩
　

未

詳

。
A
.
K
o
b
a
t
a
,
M
.
M
a
t
s
u
d
a
.
1
9
6
9
.
R
y
u
k
y
u
a
n
　

R
e
l
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
K
o
r
e
a
 
a
n
d
 
S
o
u
t
h
 
S
e
a
 
C
o
u
n
t
r
i
e
s
.
K
y
o
y
o
,

p
.
1
9
7
.

は
、
『諸
蕃
志
』
藍
眉
国
の
条
に
あ
る
越
諾
布

(西
ア
ジ
ア
の

各
地
で
作
ら
れ
る
上
等
の
モ
ス
リ
ン
の

一
種
)
か
、
と
す
る
。

(
4
)

細

紹

達

布
　

〔
三
九

-
〇

四

〕

注

(
4

)

参

照

。

(5
)
?

布
　

イ
ン
ド
産
の
綿
織
物
の

一
種
の
、

ベ
イ
ラ
メ

(ト
メ

・
ピ
レ
ス

『東
方
諸
国
記
』
一
九
七
頁
お
よ
び

一
九
八
頁
の
訳
注
)。
『島
夷
志
略
』

朋
加
刺

(ベ
ン
ガ
ル
)

の
条
に
そ
の
物
産
と
し
て

「
?
布
」
が
あ
る
。

ま
た

『
瀛
涯
勝
覧
』
榜
葛
刺
国

(
ベ
ン
ガ
ル
)

の
条
に
は

「
?
布
。
番

名
卑
泊
。
闊
三
尺
余
。
長
五
丈
六
、
七
尺
。
此
布
匀

細
如
粉
箋

一
般
」

と
あ
る
。
『万
暦
会
典
』
に
よ
れ
ば
?
布
は
暹
羅
、
爪
哇
、
満
刺
加
、
三

仏
斉
な
ど
の
国
々
が
中
国

へ
の
貢
物
と
し
た
。

(6
)
以
下

の
頭
首
　

通
事
よ
り
も
下
の
も
の
。
〔四

一
-
一六
〕
で
は

「下
人
」

と
あ
る
。

(
7

)
攪

擾
　

か

き

み

だ

す

。


